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４ 月 

鈴鹿市男女共同参画センターでは、男女共同参画社会づくりを目的とした 

活動を行ったり、当センターの設置目的に賛同し、協力する団体（主とし 

て市内で活動する団体）に対して、その団体の活動を支援するため、登録 

制度を設けています。（但し、宗教・政治・営利目的の団体を除きます。） 

詳細については、男女共同参画センター（ジェフリーすずか）ウェブサイトをご覧ください。 

 

申請条件 

①男女共同参画社会づくりを目的とした学習又は活動を行う団体 

②センターの設置目的に賛同し、市が行う男女共同参画に関する事業に積極的に参加できる団体 

③活動の本拠地が、原則として市内である団体 

④政治、宗教又は営利活動を目的としない団体 

登録団体になると… 

①施設の使用申込が６か月前の初日からできます。（一般利用は３か月前の初日から） 

②施設の使用申込が１か月に４回までできます。（一般利用は原則月１回） 

③団体活動用の貸ロッカーが無料で利用できます。（希望が多い場合は抽選になります） 

④男女共同参画センター内にチラシの設置、活動報告の掲示が優先的にできます。 

⑤男女共同参画センターウェブサイト等で登録団体の活動を紹介します。 

⑥男女共同参画に関する情報を提供します。 

 

 

 ※②の具体的な条件 

ア．登録団体会議（3回開催予定）への出席 

イ.「登録団体活動報告」（毎年の活動について）の作成 

ウ.男女共同参画課主催事業（講演会・講座・映画祭など）への協力 

■スタッフとして、各団体１人以上 

■協力者として、各団体の所属人数に応じた人数以上 

※所属人数 0～10人⇒1人、11～20人⇒2人、以降同様 



性的な行為 あなたの同意がないなら 
それは性暴力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

性犯罪・性暴力は、重大な人権侵害であり、決

して許されるものではありません。政府は、進

学・就職など新生活が始まる時期である４月を

「若年層の性暴力被害予防月間」として、若年層

が性暴力の加害者、被害者、傍観者にならないた

めの広報・啓発を集中的に実施しています。 

月間中は、SNS 等の若年層に届きやすい広報

媒体を活用し、「同意のない性的な行為は性暴

力」「被害者は悪くない」という認識を社会全体

に広げていきます。また、身近な人から相談され

たときの対応や、相談窓口を周知し、被害にあっ

た方がためらわずに相談できるよう、啓発を強

化していきます。 

あなたのこころとからだは、あなた自身のも

のです。いつ、どこで、だれと、どのような性的

な関係を持つかは、あなたが決めることです。あ

なたの同意のない性的な行為は「性暴力」です。

相手と対等な関係でなかったり、嫌だと言えな

い状況であったりしたなら、本当の同意があっ

たことにはなりません。また、一つの行為に同意

をしたとしても、他の行為に同意したことには

なりません。 

同意のない性的な行為は、犯罪となる場合も

あります。性犯罪についての法律や、性的な行為

に対して、お互いの気持ちをしっかり確認する

「性的同意」についてもっと知りたい方は以下

をご覧ください。 

4月は若年層の性暴力被害予防月間 

令和７年度ポスター 

 



周囲からの思い込みや偏見などによる言動によっ

て、被害を受けた方がさらに傷つけられてしまうこと

を「二次被害」といいます。 

この二次被害によって、被害者は無力感や罪悪感、

自責感を強めてしまうことがあります。何気なくかけ

た一言が、被害にあわれた方をさらに傷つけることが

ないよう、どのような発言が二次被害にあたるかを知

り、二次被害のない社会をつくっていきましょう。 

二次被害をなくそう 

内閣府発行 月刊総合情報誌「共同参画」3・4 月号より抜粋 

 

被害を相談されたら？ 

もし性暴力の被害にあってしまったら、一人で悩

まず、ワンストップ支援センターに相談してくださ

い。全国共通番号＃8891（はやくワンストップ）

にかけると、最寄りのワンストップ支援センターに

つながります。プライバシーは守られますので安心

して相談してください。 

一人で悩んでいませんか 

また、キュアタイムでは、これって性暴力？と

思うような悩みごと、不安なこと、誰にも言えず

困っていることなどをチャットやメールで相談

ができます。専門の相談員が一緒に考えます。 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友人や家族など大切な人から被害を打ち

明けられると、どのように対応してよいか分

からなくなるかもしれません。でも、みなさ

んは被害にあった方を安心させることがで

きる重要な存在です。みなさんにできること

があります。 

必要に応じて、性犯罪・性暴力被害者のた

めのワンストップ支援センターや性暴力に

関する SNS 相談 Cure time（キュアタイム）

などの相談先を紹介してください。プライバ

シーは守られますので、安心して相談できる

ことを伝えてください。 

 



　　

右折禁止

中央道路

近鉄鈴鹿市駅

神戸公民館

消防署

鈴鹿市男女共同参画センター

ジェフリーすずか

市役所

図書館

文化会館

簡易
裁判所

ハロー

ワーク
神戸小

〒

鈴鹿

郵便局

〒

至 四日市市

鈴鹿市男女共同参画センター 
（愛称：ジェフリーすずか） 

〒513-0801 

三重県鈴鹿市神戸二丁目 15 番 18号 

（かんべ再開発ﾋﾞﾙ 3 階） 

TEL059-381-3113 FAX059-381-3119 

E-mail  danjokyodosankaku@city.suzuka.lg.jp   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 4月  April  202５ 

 日 月 火 水 木 金 土 

   1 2 3 4 5 

 6 7 8 9 10 11 12 

 13 14 15 16 17 18 19 

 20 21 22 23 24 25 26 

 27 28 29 30    

  

        

        

        

 

 ジェフリーすずか  検索 

・女性の相談員が対応します。 

・相談は無料です。 

・相談内容などの秘密は厳守します。 

・必要に応じ，面接相談，市役所担当課等をご案内します。 

・話し中の場合は，時間をおいておかけ直しください。 

 

059-381－3118（直通） 
相談日：毎週火・木・金曜日 

（第 4 金曜日・休館日を除く） 

時 間 10：00～12：00（午前） 

13：00～16：00（午後）  

 

内閣府男女共同参画局では、月１回（原

則月末）、ワーク・ライフ・バランスに関

するメールマガジン「カエル！ジャパン」

通信を配信しています。本メールマガジ

ンでは、「職場でワーク・ライフ・バラン

スの推進に取り組んでいるが、なかなか 

うまく進まない」、「他の企業がどのような取組をしているか成功事例を知りたい」という声を受け、

企業の取組事例や有識者のコラム、国や地方公共団体の施策やイベント情報等を掲載しています。

バックナンバーでは、関連する図や写真も掲載しており、充実した情報をお届けしています。ワー

ク・ライフ・バランスの推進に向けて、バックナンバー掲載情報とあわせて、本メールマガジンの

情報を職場やご家庭でぜひご活用ください。 

 

〇：相談日 


